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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成24年10月4日(2012.10.4)

【公開番号】特開2011-6548(P2011-6548A)
【公開日】平成23年1月13日(2011.1.13)
【年通号数】公開・登録公報2011-002
【出願番号】特願2009-150067(P2009-150067)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｌ  15/00     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   3/36     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   5/541    (2006.01)
   Ｂ６０Ｃ   1/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｌ  15/00    　　　　
   Ｃ０８Ｋ   3/36    　　　　
   Ｃ０８Ｋ   5/541   　　　　
   Ｂ６０Ｃ   1/00    　　　Ａ
   Ｂ６０Ｃ   1/00    　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成24年8月20日(2012.8.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）主鎖上に反応性官能基を有するエラストマーと、（Ｂ）無機充填材と、（Ｃ）前
記（Ａ）成分のエラストマーにおける主鎖上の反応性官能基に対して、結合反応性をもつ
変性官能基を一分子当たり平均１個以下有し、かつ前記（Ｂ）成分と親和性を有するか、
あるいは化学結合する官能基を有するカップリング剤を含むことを特徴とするポリマー組
成物。
【請求項２】
　（Ａ）成分と（Ｃ）成分とを混練りして得られた混合物に、（Ｂ）成分を配合してなる
請求項１に記載のポリマー組成物。
【請求項３】
　（Ａ）成分の主鎖上に反応性官能基を有するエラストマーにおける主鎖上の反応性官能
基が、エポキシ基である請求項１又は２に記載のポリマー組成物。
【請求項４】
　（Ａ）成分のエラストマーが、ジエン系エラストマーである請求項１～３のいずれかに
記載のポリマー組成物。
【請求項５】
　ジエン系エラストマーが、エポキシ化天然ゴムである請求項４に記載のポリマー組成物
。
【請求項６】
　ジエン系エラストマーが、エポキシ化スチレン－ブタジエン共重合体ゴム又はエポキシ
化ブロック共重合体である請求項４に記載のポリマー組成物。
【請求項７】
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　エポキシ化ブロック共重合体が、エポキシ化スチレン－ブタジエン－スチレンブロック
共重合体である請求項６に記載のポリマー組成物。
【請求項８】
　（Ｂ）成分の無機充填材が、シリカ及び／又は下記一般式（１）で表わされる無機化合
物である請求項１～７のいずれかに記載のポリマー組成物。
　　　Ｍ・ｘＳｉＯ2・ｙＨ2Ｏ　　　　　　　　・・・・・（１）
〔式中、ＭはＡｌ、Ｍｇ、Ｔｉ、Ｃａから選ばれる少なくとも一つの金属酸化物又は金属
水酸化物であり、ｘ，ｙは共に０～１０の整数であり、ｘ，ｙが共に０である場合には、
Ａｌ、Ｍｇ、Ｔｉ、Ｃａから選ばれる少なくとも一つの金属酸化物又は金属水酸化物とな
る。〕
【請求項９】
　（Ｃ）成分のカップリング剤が、一般式（２）で表される構造を有する化合物である請
求項１～８のいずれかに記載のポリマー組成物。
　　　Ｌ1－Ｒa－Ｌ2　　　・・・・・（２）
［式中、Ｌ1は（Ａ）成分の主鎖上の反応性官能基に対して、結合反応性をもつ基を有す
る官能基、Ｒaは鎖中にヘテロ原子を含んでも良い炭素数２～２５の二価の炭化水素基、
Ｌ2は－Ｓｉ（Ｒb）p（ＯＲc）q、－Ｓｉ（Ｒb）r（ＯＨ）s又は無機充填材に対して親和
性をもつ基を有する官能基であり、Ｒb及びＲcはそれぞれ独立に炭素数１～１８の一価の
炭化水素基であり、ｐ及びｒはそれぞれ０～２の整数、ｑ及びｓはそれぞれ１～３の整数
、ｐ＋ｑ＝３、ｒ＋ｓ＝３である。］
【請求項１０】
　一般式（２）で表される構造を有する化合物が、下記一般式（３）で表される構造を有
する化合物である請求項９に記載のポリマー組成物。
【化１】

［式中、Ｒ1は炭素数１～１８の一価の炭化水素基、Ｒ2は炭素数１～１８の一価の炭化水
素基又は－ＯＲd、Ｒdは炭素数１～１８の一価の炭化水素基、Ａ1は鎖中にヘテロ原子を
含んでも良い炭素数２～１０の二価の炭化水素基、Ｌ1は（Ａ）成分の主鎖上の反応性官
能基に対して、結合反応性をもつ基を有する官能基、Ｚは、Ｒ3Ｏ－又は－Ａ2－Ｌ3を示
し、Ｒ3は炭素数１～１８の一価の炭化水素基、Ａ2は、鎖中にヘテロ原子を含んでも良い
炭素数２～１０の二価の炭化水素基、Ｌ3は、無機充填材に対して親和性をもつ基を有す
る官能基である。］
【請求項１１】
　（Ａ）成分の主鎖上の反応性官能基がエポキシ基であって、一般式（２）又は一般式（
３）におけるＬ1が、活性水素含有基又は酸無水物基を有する官能基である請求項９又は
１０に記載のポリマー組成物。
【請求項１２】
　活性水素含有基が、カルボキシ基、第一アミノ基、第二アミノ基、ヒドロキシ基、酸ア
ミド基、Ｎ－モノ置換酸アミド基及びこれらが加水分解性の保護基で保護された基から選
ばれる基である請求項１１に記載のポリマー組成物。
【請求項１３】
　一般式（２）において、又は一般式（３）におけるＬ3において、無機充填材に対して
親和性をもつ基が、イソシアネート基、シラノール基、第一アミノ基含有基、第二アミノ
基含有基、非環状第三アミノ基含有基及び環状第三アミノ基含有基から選ばれる基である
請求項１０～１２のいずれかに記載のポリマー組成物。
【請求項１４】
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　請求項１～１３のいずれかに記載のポリマー組成物を含むことを特徴とするゴム組成物
。
【請求項１５】
　（Ｂ）成分であるシリカ及び／又は上記一般式（１）で表わされる無機化合物の含有量
が、全ゴム成分１００質量部に対して、１０～１２０質量部である請求項１４に記載のゴ
ム組成物。
【請求項１６】
　請求項１４又は１５に記載のゴム組成物を、タイヤ部材に用いたことを特徴とするタイ
ヤ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
　一方、特許文献８には、主鎖エポキシ化した末端水酸基をもつ部分水添ジエン系液状ポ
リマーを、無水マレイン化スチレン－エチレン・ブチレン－スチレン共重合体と部分的に
グラフトさせたのちに、感圧型粘接着剤処方に用いる方法が開示されている。しかしなが
ら、この技術では、エポキシ化ジエン系ポリマーの分子量範囲が非常に低く、またグラフ
ト反応に供するホストポリマーが主鎖変性であるため、カップリング剤の官能基が関与す
る反応ではない上、該ホストポリマーは、１分子当たり１個を超える官能基が導入された
ものである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
（１１）（Ａ）成分の主鎖上の反応性官能基がエポキシ基であって、一般式（２）又は一
般式（３）におけるＬ1が、活性水素含有基又は酸無水物基を有する官能基である上記（
９）又は（１０）に記載のポリマー組成物、
（１２）活性水素含有基が、カルボキシ基、第一アミノ基、第二アミノ基、ヒドロキシ基
、酸アミド基、Ｎ－モノ置換酸アミド基及びこれらが加水分解性の保護基で保護された基
から選ばれる基である上記（１１）に記載のポリマー組成物、
（１３）一般式（２）において、又は一般式（１）におけるＬ3において、無機充填材に
対して親和性をもつ基が、イソシアネート基、シラノール基、第一アミノ基含有基、第二
アミノ基含有基、非環状第三アミノ基含有基及び環状第三アミノ基含有基から選ばれる基
である上記（１０）～（１２）のいずれかに記載のポリマー組成物、
（１４）上記（１）～（１３）のいずれかに記載のポリマー組成物を含むことを特徴とす
るゴム組成物、
（１５）（Ｂ）成分であるシリカ及び／又は上記一般式（１）で表わされる無機化合物の
含有量が、全ゴム成分１００質量部に対して、１０～１２０質量部である上記（１４）に
記載のゴム組成物、及び
（１６）上記（１４）又は（１５）に記載のゴム組成物を、タイヤ部材に用いたことを特
徴とするタイヤ、
を提供するものである。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００１６】
（（Ａ）主鎖上に反応性官能基を有するエラストマー）
　本発明のポリマー組成物において、（Ａ）成分として用いられるエラストマーは、主鎖
上に反応性官能基を有するものであって、主鎖上に反応性官能基を導入する前のエラスト
マーとしては特に制限はないが、ジエン系エラストマーが好ましく、具体的には天然ゴム
を始め、合成ジエン系ゴム、例えばポリイソプレンゴム（ＩＲ）、スチレン－ブタジエン
共重合体ゴム（ＳＢＲ）、ポリブタジエンゴム（ＢＲ）、エチレン－プロピレン－ジエン
ゴム（ＥＰＤＭ）、クロロプレンゴム（ＣＲ）、ハロゲン化ブチルゴム、アクリロニリト
ル－ブタジエンゴム（ＮＢＲ）等、さらにはジエン系三元ブロック共重合体、例えばスチ
レン－ブタジエン－スチレン三元共重合体（ＳＢＳ）、スチレン－イソプレン－スチレン
三元共重合体（ＳＩＳ）等を用いることができる。
　これらの中で、天然ゴム、スチレン－ブタジエン共重合体ゴム（ＳＢＲ）、ポリブタジ
エンゴム（ＢＲ）及びスチレン－ブタジエン－スチレン三元共重合体（ＳＢＳ）が好まし
く、前記ポリマー組成物を、本発明のゴム組成物の調製に用いる場合には、天然ゴム、ポ
リブタジエンゴム（ＢＲ）及びスチレン－ブタジエン共重合体ゴム（ＳＢＲ）がより好ま
しく、特に天然ゴムが好ましい。
　前記ＳＢＲは、溶液重合又は乳化重合により製造されたものを用いることができ、例え
ば溶液重合ＳＢＲとして、ＪＳＲ社製の「ＪＳＲ ＳＬ５６３」や「ＪＳＲ ＳＬ５５２」
等が上市されており、乳化重合ＳＢＲとして、ＪＳＲ社製の「ＪＳＲ １５００」等が上
市されている。
　また、前記ＳＢＳとしては、例えば旭化成ケミカルズ社製の「タフプレン・アサプレン
Ｔ」等が上市されている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　上記一般式（１）で表される無機化合物は、その平均粒径が１００μｍ以下であること
が好ましく、１～９０μｍであることがさらに好ましい。シリカに比較して上記のように
平均粒径の大きな上記一般式（１）で表される無機化合物を用いることによってゴム組成
物の特に優れたウエット性能（湿潤路面性能）及び氷上性能（氷上路面性能）を得ること
ができる。
　本発明のポリマー組成物において、（Ｂ）成分として用いられる無機充填材は、単独で
又は２種以上を混合して用いることができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
（（Ｂ）無機充填材以外の他の充填材）
　本発明のゴム組成物においては、（Ｂ）成分である無機充填材に加えて、無機充填材以
外の他の充填材を用いても良い。無機充填材以外の他の充填材としては、カーボンブラッ
クを好適に用いることができる。
　カーボンブラックとしては特に制限はなく、例えばＳＲＦ、ＧＰＦ、ＦＥＦ、ＨＡＦ、
Ｎ３３９、ＩＩＳＡＦ、ＩＳＡＦ、ＳＡＦ等が用いられ、ヨウ素吸着量（ＩＡ）が６０ｍ
ｇ／ｇ以上、かつジブチルフタレート吸油量（ＤＢＰ）が８０ｍｌ／１００ｇ以上のカー
ボンブラックが好ましい。カーボンブラックを用いることにより、グリップ性能及び耐破
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壊特性の改良効果は大きくなるが、耐摩耗性に優れるＨＡＦ、Ｎ３３９、ＩＩＳＡＦ、Ｉ
ＳＡＦ、ＳＡＦ等が特に好ましい。
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